
工事請負契約における現場代理人の常駐緩和の運用基準  

 

（趣旨） 

第１条 この基準は，松山市が発注した工事について，当該工事の現場代理人が，工事を

施工する上でその責務に支障がないと認められる場合に限り，他工事の現場代理人及び

主任技術者（以下「現場代理人等」という。）を兼務すること及び当該工事現場への滞在

の不要を認める運用について定める。 

（兼務の条件） 

第２条 市長は，次の各号のいずれにも該当する場合に限り，現場代理人の兼務を２件ま

で認めることができる。ただし，市長が特に認める場合は，この限りでない。 

（１）松山市発注工事であること（松山市公営企業局発注工事を含む。） 

（２）いずれの工事も請負金額が２，０００万円未満であること 

（３）兼務する工事いずれかの工事現場に常駐すること 

２ 前項の規定にかかわらず，いずれかの工事が契約変更により請負金額４，５００万円

（建築一式工事の場合は，９，０００万円）以上となった場合は，兼務を認めない。 

３ 前２項に関わらず，工場製作を含む複数の工事であって，全て同一工場で工場製作の

みが行われている期間については，兼務することができる。 

（工事現場への滞在不要の条件） 

第３条 市長は，次の各号のいずれかに該当する期間については，現場代理人の工事現場

への滞在を不要とすることができる。 

（１）契約締結後，現場事務所の設置，資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの

期間 

（２）工事の全部の施工を一時中止している期間 

（３）工場製作を含む工事であって，工場製作のみが行われている期間 

（４）前各号に掲げる期間のほか，工事現場において作業等が行われていない期間 

（届出） 

第４条 請負者は，第２条の規定により，現場代理人等を兼務させる場合は，契約日まで

に現場代理人兼務届（第１号様式）を契約課へ提出しなければならない。 

２ 請負者は，第３条の規定により，現場代理人を滞在させない場合は，当該工事の監督

員に申し出を行い，指示に従わなければならない。 

（受理） 

第５条 市長は，請負者から前条第１項による現場代理人兼務届の提出があった場合は，

兼務の条件を確認し，届出受理の可否を決定しなければならない。 

２ 請負者は，前項の届出が受理された場合は，それぞれの工事担当課に報告しなければ

ならない。 

 



（施工管理等） 

第６条 請負者は，現場代理人等を兼務させ，又は工事現場へ常駐させない場合は，工事

現場の安全管理，住民対応等に配慮するとともに，監督員と常に連絡が取れる体制を確

保しなければならない。 

２ 請負者は，工事現場の安全確保等を図るため，適宜，施工状況等をそれぞれの工事担

当課に報告しなければならない。 

（常駐緩和の解除） 

第７条 市長は，請負者が次の各号に該当する場合は，第２条及び第３条の現場代理人等

の常駐緩和を解除するものとする。ただし，市長が特に認める場合はこの限りでない。 

（１）兼務の手続きに関し虚偽の申請をしたとき 

（２）作業事故，苦情等が発生し，原因が施工管理体制の不備と判断したとき 

（３）連絡体制が整っておらず，現場代理人と連絡がとれないとき 

（４）特別な理由なく，いずれの現場にも常駐していなかったとき 

２ 請負者は，前項の規定により常駐緩和の解除がされた場合は，専任で配置できる別の

現場代理人を速やかに配置しなければならない。 

３ 市長は，第１項の規定により常駐緩和を解除した場合は，松山市建設工事等請負業者

入札参加資格停止措置要綱（平成１７年要綱第４６号）等に基づき必要な措置を講ずる

ことができる。 

 

（その他） 

第８条 この基準に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

 

付 則 

この基準は，平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

この基準は，平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この基準は，平成２６年４月１日から施行する。 

付 則 

この基準は，平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

この基準は，平成２８年６月１日から施行する。 

付 則 

この基準は，令和３年７月１日から施行する。 

付 則 

この基準は，令和５年１月１日から施行する。 



付 則 

この基準は，令和７年２月１日から施行する。



第１号様式（第４条関係）   

                   年  月  日 

現場代理人兼務届 

 

（提出先）松山市長   

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名 

 

 

下記工事に係る現場代理人を兼務配置したいので届出いたします。 

なお，工事の施工に当たり，関係法令等を遵守し安全管理及び工程管理に万全を期し， 

万一，兼務が適当でないと判断された場合は，いかなる措置を受けても異議ありません。  

 

兼務させる

現場代理人 

氏  名  
連絡先  

生年月日  

 

現行工事 

 

工事担当課  監督員  

工事名  

履行場所  

請負金額  

工期 年 月 日 ～  年 月 日 

現場代理人 
氏  名  

生年月日 年 月 日 

主任技術者 
氏  名  

生年月日 年 月 日 

 

兼務工事 

 

工事担当課  監督員         

工事名  

履行場所  

請負金額  

工期 
年 月 日 ～  年 月 日  

※契約保証を未提出で工期が不確定の場合は記入不要。 

現場代理人 
氏  名  

生年月日 年 月 日 

主任技術者 
氏  名  

生年月日 年 月 日 


